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小金井市公共施設照明ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名 

小金井市公共施設照明ＬＥＤ化事業 

⑵ 業務の目的等 

   本市では、「第３次小金井市環境基本計画」及び「第４期小金井市地球温暖化対策実

行計画（市役所版 令和３年３月改訂）」において、温室効果ガス排出量の削減を目指

しており、照明設備はより消費電力の少ないＬＥＤの導入・転換を図っている。 

本業務は、令和９年（２０２７年）末に蛍光灯が生産・輸出入ともに全面禁止とな

る国際的な背景も踏まえ、全庁的な照明の不点灯を防止するための対策を計画的に実

施するものであり、公共施設等における照明設備のＬＥＤ化を民間事業者のノウハウ

や技術力を活用しながら推進し、早期の電気代の削減、エネルギー使用量及び温室効

果ガス排出量の削減を図ることを目的とする。 

本要領は、本業務において、民間事業者のノウハウや技術力を活用した設計・施工

等に関し、ＥＳＣＯ（Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）事業による

一括提案の公募を行い、最も優れていると考えられる提案者（以下「優先交渉権者」

という。）を選定するにあたり、本事業の概要、本事業への応募条件及び優先交渉権者

の選定方法について定めるものである。 

従って、優先交渉権者は選定の後、本市と詳細協議を行い、合意に至った場合に契

約事業者として本市と契約（以下「ＥＳＣＯ契約」という。）を締結のうえ、本事業を

実施するものである。 

※ 本事業は、令和７年第１回小金井市議会において、予算が議決されることを前提

としています。予算が成立しなかったときは、本プロポーザルに係る契約締結を行

わない場合があります。 

⑶ 対象施設及び対象機器 

全３７施設（小・中学校１２校、小金井 宮地楽器ホール、保健センター等） 

別紙１「対象施設一覧」、別紙２「既存機器リスト」のとおり 

⑷ 業務の内容 

 ⑶の対象施設に掲げる公共施設の照明設備を対象とした、ＥＳＣＯ事業によるＬＥ

Ｄ化改修工事及び維持管理業務（省エネルギー効果検証・保証を含む）とする。 

  ア ＬＥＤ化改修工事 

① 優先交渉権者は、選定において自らが行った提案を基に事業対象施設の現地調

査（現状器具の消費電力を含む）及び詳細設計を実施する。 

② 優先交渉権者は、現地調査及び詳細設計に基づき、照明リスト、施工図面（プ

ロット図）、施工内容、施工数量、エネルギー削減量等を記載した実施計画書を作

成する。なお、エネルギー削減量の算出方法は、施設毎に本市が設定する想定年

間使用時間と優先交渉権者が提案した当該照明器具の仕様に基づき、施工前後に
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おける電力使用量を机上計算にて実施する。 

③ 実施計画書を基に両者協議のうえ施工内容と施工数量、エネルギー削減量等を

確定させ、ＥＳＣＯ契約を締結する。 

④ 事業者は契約締結後、令和８年３月３１日までに照明更新工事を終了する。 

イ 維持管理業務 

① 事業者は適切な計測・検証方法により省エネルギー効果を確認する。 

② 事業者は契約期間中、設置した設備（以下「ＥＳＣＯ設備」という。）の性能

を保証するものとする。 

⑸ 優先交渉権者及び次点者の選定 

公募型プロポーザルによる審査の結果、最も優れている提案を行った応募者（優先

交渉権者）及び次点者を選定する。 

⑹ 詳細協議 

   優先交渉権者は、本市との間で、契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議

を行う。なお、この協議は、優先交渉権者の提案の範囲内で行うものとする。協議の

結果、合意に至った場合、本業務に係るＥＳＣＯ契約を締結し、本業務を実施するも

のとする。ただし、本市との協議が整わない場合には、次点者との協議を行う場合が

ある。 

⑺ 契約方式 

        ギャランティード・セイビングス方式（自己資金型） 

        本業務におけるＥＳＣＯ事業は、応募者（ＥＳＣＯ事業者）の提案する省エネルギ

ー改修等に要する初期費用分の資金を本市が調達するギャランティード・セイビング

ス方式を用いる。 

⑻ 契約期間 

令和７年５月中旬（予定）から令和１１年３月３１日まで 

なお、下記グループにて改修工事期間を分割する。各施設のグループは別紙１「対

象施設一覧」記載の施設グループ欄を参照。 

ア 公共施設グループ１（小金井 宮地楽器ホール） 

① 改修工事期間  

契約締結の翌日から令和８年３月３１日まで 

（休館日及び夜間を原則とする。ただし、バックヤード等、市民利用がない場所

については、開館日における日中作業も可） 

※ なお、施設と日程を含む詳細を事前に協議の上、工事を行うこと 

② 維持管理期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

イ 公共施設グループ２（市立保育園・学童保育所等、各月に休館日が設定されてい

ない施設） 

① 改修工事期間 

契約締結の翌日から令和８年３月３１日まで 
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    （施設稼働日において、利用者がいないことが確定している時間帯、諸室での作

業を原則とする。） 

    ※ なお、各施設と日程を含む詳細を事前に協議の上、工事を行うこと 

② 維持管理期間   

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

ウ 公共施設グループ３（図書館・公民館・美術館・児童館等の自由来館施設） 

① 改修工事期間         

契約締結の翌日から令和８年３月３１日まで 

（例月の休館日を原則とする。ただし、バックヤード等、職員以外の利用がない

場所や利用者がいないことが確定している諸室については、開館日における作業

も可とする。） 

※ なお、各施設と日程を含む詳細を事前に協議の上、工事を行うこと 

② 維持管理期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

エ 学校施設グループ 

① 改修工事期間 

令和７年７月１９日から令和８年３月３１日まで 

（以下の学校長期休業期間及び児童・生徒の利用しない時間帯を原則とする。） 

・令和７年７月１９日から８月３１日（夏休み。学校によりお盆期間の平日不可） 

・令和７年１２月２６日から２８日、令和８年１月４日から１月７日（冬休み） 

・平日の１５時３０分～２２時（授業終了後から施設管理滞在時間まで） 

・土日祝日の８時３０分～２２時（施設管理滞在時間） 

※ 体育館・給食室については確実に夏休み、冬休み期間に工事を完了すること 

※ 体育館については、一般市民への貸し出しも行っている為、工事が入る一月

前の一週目までには工事日程を確定させ、学校へ周知を行うこと 

  ※ 給食室については、長期休みの前後は清掃が入る為、詳細の日程及び施工方

法については学校栄養士と事前に協議、調整を行うこと 

  ※ 学校ごとに、改修工事、修繕、学校イベント、廊下のワックスがけ、面談、

部活動等があるため、日時によって工事に入れない場合がある。従って、必ず

学校と協議の上、日程を決めること 

 ② 維持管理期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

２ 提案上限額 

  提案額が次の各金額を超えた場合は、失格とする。なお、当該金額は、企画提案内容

の規模を示すためのもので、契約締結の際の予定価格を示すものではない。提案額の作

成にあたっては、別紙２「既存機器リスト」を参考にすること。 

⑴ ４年間総額の事業費  
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４６４，０７５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（内訳） 

契約締結日から令和８年３月３１日まで（ＬＥＤ化改修工事における現地調査及び

詳細設計、施工に係る一切の業務） 

４４８，６４９，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（維持管理業務） 

   １年度あたり５，１４２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）×３か年度 

 ⑵ 事業費に含む事項 

ア 現地調査及び詳細設計の実施 

イ 実施計画書の作成 

ウ 契約に要する経費（印紙代は，事業者の負担とする。） 

エ 使用する機器の調達 

オ 施工に当たり必要となる関係法令に基づく届出等の手続事務 

カ 工事施工及び施工管理 

キ 撤去した設備の運搬・廃棄処分 

ク ＥＳＣＯ設備の効果検証、市の事務資料作成(補助金申請書類等を含む)への協力

に関する業務経費 

ケ その他本事業の実施に伴う経費 

コ 事業者の利益 

 

３ プロポーザル応募の要件と制限 

⑴  応募者の役割について 

    応募者は、ＥＳＣＯ事業者として次の役割を全て担うこと。 

ア 事業役割 

本市の対応窓口となり、契約等諸手続を行い、本事業遂行の責を負い、削減量が

達成できない場合には補償措置を講じること。 

イ 設計役割 

設計・計画・監理に関する業務を全て実施すること。 

ウ 施工役割 

施工に関する業務を全て実施すること。 

  エ その他役割 

維持管理、ＥＳＣＯ設備の供給、既存照明器具の設置状況の把握等の本業務の遂

行に必要なその他業務を実施すること。 

  ※ なお、応募者は、本事業の各役割の実施において下請負業者又は協力事業者を選

定する際、原則として本市内に事業所を置く地元事業者を優先すること。 

⑵ 応募者の主体について 

本事業を十分に遂行する能力を有すると認められる単独事業者またはグループ（複

数の事業者の共同体）とする。 
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ア グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を１者選定し、その代表者が

本市との対応窓口となり、本事業の遂行の責を負うものとする。参加表明時は、グ

ループの構成員を全て明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。 

イ 本業務を他に委託又は請け負わせる場合は、適正な委託契約又は請負契約を締結

し、その契約内容について本市の了承を得ること。 

⑶ 応募者の要件について 

   応募者は、本市との契約締結までに、次の要件をすべて満たすこと。 

ア  事業役割を担う構成員の要件 

① 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買入れ等競争入札参加

資格を有する者で、申請先自治体に「小金井市」の登録がなされている者である

こと。 

② 直近５年以内に国、地方公共団体のＥＳＣＯ、リース又は工事による照明ＬＥ

Ｄ化事業（元請の場合に限る。）を受託した実績（１つの契約において対象施設が

３７を超える程度のものに限る。なお、複合施設については機能毎に別施設とし

てカウントして構わない。）を有すること。（ＥＳＣＯの実績に限り、現在契約期

間中のものも含むものとする。） 

  イ 設計役割を担う構成員の要件 

① 直近５年以内に国・地方公共団体の発注する同種同様のＬＥＤ化事業の設計業

務を行った実績（１つの契約において対象施設が３７を超える程度のものに限る。

なお、複合施設については機能毎に別施設としてカウントして構わない。また、

ＥＳＣＯの実績に限り、現在契約期間中のものも含むものとする。）を有すること。 

ウ 施工役割を担う構成員の要件 

① 建設業法の規定に基づき、適切な有資格者を配置できること。 

   ② 特定建設業許可を有する企業を１社以上含むこと。 

⑷ 応募者の制限について 

   次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできない。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する 

 者 

イ 小金井市から指名停止措置を受け、指名停止期間中である者 

ウ 企画提案書提出日までの期間に法令等の規定による営業停止処分を受けている者 

エ 小金井市契約における暴力団等排除措置要綱の別表各号に掲げる措置要件に該当

する者 

オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による民事再生手続開

始の申し立てをしている者 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項または第２項の規定に

よる更正手続開始の申し立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされている更正事件（以下「旧更正事件」という。）に係わる同法による改正前

の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条第１項



6 

 

及び第２項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。以下｢更正手続開始の申し

立て｣という。）をしている者または申し立てをなされている者。ただし、同法第４

１条第１項の更正手続開始の決定（旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始

の決定を含む。）を受けた者がその者に係る同法第１９９条第１項の更正計画の認可

の決定（旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。）があった場

合にあたっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者または更正手続の申し立

てをなされなかった者とみなす。 

キ   参加表明手続きにおける提出書類に虚偽の記載をし、または重要な事実について

記載をしなかった者 

ク 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、または事業の公正な進行を妨げる者若しく

は妨げた者 

 

４ 事業全体スケジュール 

本事業は、次の日程で行う。 

項番 内容 日程 

１ プロポーザル実施要領等の配布 令和７年１月２７日㈪から２月１０日㈪まで 

２ 参加表明書等の提出期限 令和７年２月１０日㈪午後５時まで 

３ 参加資格確認結果の通知 令和７年２月１２日㈬ 

４ 現地事前調査 令和７年２月１２日㈬から２月２７日㈭まで 

５ 質問書の提出期間 令和７年２月２８日㈮午後５時まで 

６ 
質問書に対する回答（市ホーム

ページへ掲載） 

令和７年３月７日㈮ 

７ 辞退届の提出期限 令和 7年３月１０日㈪午後５時まで 

８ 企画提案書の提出期限 令和 7年３月１３日㈭午後５時まで 

９ 

審査（企画提案書の審査・プレ

ゼンテーション及びヒアリン

グ） 

令和７年３月２６日㈬ 

１０ 審査結果通知 令和７年３月３１日㈪ 

１１ 詳細協議 令和７年４月上旬 

１２ 契約 令和７年５月中旬 

１３ ＥＳＣＯ設備の施工 契約時から令和８年３月３１日まで 

１４ ＥＳＣＯ設備の維持管理等 
令和８年４月１日から令和１１年３月３１日

まで 

 

５ 参加表明手続き 

  本業務のプロポーザルに参加する意思がある者は、次のとおり関係書類を提出するこ

と。 

⑴ 提出期限 令和７年２月１０日㈪午後５時まで（必着） 

⑵ 提出先  「１２ 担当部署」のとおり 

⑶ 提出方法  
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持参または郵送等による。郵送等の場合は提出期限まで必着とし、配送状況が確認

できる手段で郵送すること。 

⑷ 提出書類  

  ア 参加表明書（様式１－１） １部 

    グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。 

  イ グループ結成届（様式１－２） １部（グループで応募する場合） 

    グループの各構成員の役割を記入すること。また、本市との契約締結までに構成

員の間で交わされた契約書または覚書等の写しを提出すること。 

ウ 事業者概要（様式２） １部 

    グループで応募する場合は、各構成員についてそれぞれ書類を作成し、会社の概

要がわかるパンフレット・カタログ等があれば添付すること。また、損益計算書、

貸借対照表について、直近３期分を添付すること。 

  エ ＥＳＣＯ関連事業実績一覧表（様式３） １部 

３－⑶－ア②の要件を満たしていることが確認できるもの 

  オ ＬＥＤ化事業設計実績一覧表（様式４） １部  

３－⑶－イ①の要件をみたしていることが確認できるもの。なお、ＥＳＣＯ関連

事業実績一覧表（様式３）と内容が重複する実績については、「事業件名」を記載の

うえ「様式３参照」の旨のみを記載すること。 

 ⑸ 参加資格確認  

参加資格要件の確認結果は、参加資格の有無にかかわらず、令和７年２月１２日㈬

までに電子メールにより通知する。 

 ⑹ 辞退届の提出  

前号の参加資格確認通知書において、参加資格があると認めた者のうち、特別な事

情等により辞退しなければならない場合は、令和７年３月１０日㈪ 午後５時までに

提案辞退届（様式５）を電子メールにより提出すること。 

 

６ 現地事前調査 

  希望する応募者を対象に、現地事前調査を実施する。受付は電子メールのみとし、希

望する施設名、希望日時、担当者名を明記すること。なお、電子メール送信の際は件名

を「小金井市公共施設照明ＬＥＤ化事業 事前調査希望」と記載し、メール送信後、電

話でメールの到着を確認すること。（市企画政策課においてメール確認後、施設所管課と

調整のうえ、確定した事前調査日時を担当者へ連絡します。） 

 ⑴ 受付期間 

   令和７年１月２７日㈪から令和７年２月７日㈮正午まで 

 ⑵ 対象施設 

  ア 小金井 宮地楽器ホール 

  イ 学校・教育施設から１施設 

  ウ はけの森美術館 



8 

 

  エ 小金井市保健センター・こども家庭センター 

 ⑶ 実施期間 

   令和７年２月１２日㈬から令和７年２月２７日㈭ 

   ただし、小金井 宮地楽器ホールについては令和７年２月１２日㈬及び令和７年２月

１８日㈫の２日間とする。  

 ⑷ 配布資料・平面図 

   小金井市からは原則、資料の配布は行わない。 

なお、現地事前調査の対象施設を含む本事業の対象３７施設の平面図については、

以下の期間、市企画政策課窓口において閲覧することができる。閲覧を希望する際に

は、事前に「１２ 担当部署」まで閲覧の希望日時を連絡すること。また、施設によ

ってはＰＤＦデータを提供可能な場合もあるので、その際に合わせて確認すること。 

   ＜閲覧可能期間＞ 

令和７年１月２７日㈪から令和７年２月２７日㈭までの平日（午前８時３０分～正

午、午後１時～午後５時） 

 ⑸ その他 

現地事前調査は、小金井市職員の立ち合いの元、実施することとし、実施期間にお

いて日程調整を行い実施するものとする。なお、施設によって調査できない箇所が発

生する場合がある。 

 

７ 質疑応答 

本実施要領、要求水準書等の内容について疑義がある場合は、次のとおり質問を受け

付ける。質問は提案書作成に係る内容についてのみとし、評価及び審査に係る質問は一

切受け付けない。質問内容及び回答については、本市ホームページに掲載する。 

⑴ 提出期限 令和７年２月２８日㈮午後５時まで（必着） 

⑵ 提出先  「１２ 担当部署」のとおり 

⑶ 提出方法 

電子メールとする。なお、電子メール送信の際は件名を「小金井市公共施設照明Ｌ

ＥＤ化事業 質疑」と記載し、メール送信後、電話でメールの到着を確認すること。

グループで参加の場合は、同一グループ内事業者間で質問が重複しないよう、代表企

業において質問を取りまとめて送付すること。 

⑷ 提出書類 質問書（様式６） 

⑸ 回答方法 令和７年３月７日㈮に本市ホームページへ掲載する。 

⑹ 留意事項  

   提出期限後の質問及び指定の方法によらない質問は、一切受け付けない。質問の内

容は、明確に記載すること。 

 

８ 配布資料 

  本市ホームページからダウンロードすること。 



9 

 

  なお、対象施設の平面図については、６⑷に記載のとおり、原則、企画政策課窓口で

の閲覧とする。 

 ⑴ プロポーザル実施要領 

 ⑵ 提出様式 

 ⑶ 要求水準書 

 ⑷ 別紙１ 対象施設一覧 

 ⑸ 別紙２ 既存機器リスト 

 ⑹ 別紙３ 評価基準 

 

９ 企画提案書作成要領 

 ⑴ 提出期限 令和７年３月１３日㈭ 午後５時まで（必着） 

 ⑵ 提出先  「１２ 担当部署」のとおり 

 ⑶ 提出方法 

持参または郵送等による。郵送等の場合は提出期限まで必着とし、配送状況が確認

できる手段で郵送すること。  

⑷ 提出書類  

提出書類は、企画提案書（様式７）を表紙とし、目次、本編、事業計画書（様式８）、

別紙、見積書の順に製本し提出すること。なお、提出書類は正本１部、副本７部とし、

提出書類の電子データ（ＰＤＦファイル形式）を記録した電子媒体（ＣＤ-ＲＯＭまた

はＤＶＤ-ＲＯＭ）１部を提出するものとする。副本には、企業名、住所、ロゴマーク

等の応募者が特定できる表示を記載しないこと。また、次に掲げる事項に則さない場

合は、正しい評価が得られない場合があるので注意すること。 

  ア 企画提案書（様式７）表紙 

   ① グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。 

② 提出は正本のみとし、副本は不要とする。 

  イ 目次 

事業者の様式によること。ただし、用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、縦型

（左綴じ）、又は横型（長辺綴じ）、両面印刷で作成すること。 

  ウ 本編 

   ① 「１０ 審査方法（２）評価方法及び評価基準 イ 評価基準」に示す内容を

記載し、評価項目の記載場所を明確にすること。記載順序は任意とする。 

   ② 事業者の様式によること。ただし、用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、縦型

（左綴じ）又は横型（長辺綴じ）、両面印刷で作成すること。 

   ③ 総ページ数は、１５ページ以下とすること。 

④ ページ番号を記載すること。 

⑤ 本文を表記する文字は、原則として１１ポイント以上の大きさとすること。 

⑥ 多色刷り、イメージ図、イラスト等の使用は可とする。 

⑦ 記載内容については、要求水準書を参照するとともに、的確な審査ができるよ
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うに具体的な記述を心がけること。 

⑧ 使用する機器等のメーカー名（同等品を含む）については記載して差し支えな

い。 

エ 事業計画書（様式８） 

① ＥＳＣＯ事業期間における削減額、ＥＳＣＯ事業サービス料の内訳等について

記載すること。 

② 削減保証に関する考え方と算出根拠を記載すること。 

オ 見積書 

   ① 事業者の様式によること。ただし、用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、縦型

（左綴じ）、又は横型（長辺綴じ）、片面印刷で作成すること。 

   ② 「２ 提案上限額」の範囲内で本業務に係る事業費の見積を作成すること。ま

た、年度別の見積金額及びその内訳を記載すること。 

   ③ ページ番号を記載すること。 

   ④ 正本には、代表者印を押印すること。 

カ 別紙 

   ① 提出書類ウ～オに関係する根拠資料、図面、仕様書を添付できるものとする 

② 別紙毎に通し番号を記載し、提出書類ウ～オの対応箇所に別紙の番号を記載す

ること。 

   ③ 事業者の様式によること。 

※ 審査の結果、優先交渉権者となった場合、提案内容に基づいて、仕様等に関する

詳細協議を行う。 

 

１０ 審査方法 

⑴ 基本事項 

審査は、本市が設置する小金井市公共施設照明ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業委託プロポー

ザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、提出された企画提案書等の

内容及び提案プレゼンテーションの審査を基に総合的に評価し、優先交渉権者及び次

点者の選定を行う。 

ア 本件プロポーザルは、業務における取組方法、ノウハウ等について提案を求める

ものであり、本業務内容についての最終成果品の提案を求めるものではない。 

イ 審査委員会は、非公開とする。なお、有効な提案が１つに限られる場合でも審査

委員会は実施する。 

ウ 全ての企画提案について、契約の目的が十分に達成できないものであると判断し

たときは、優先交渉権者及び次点者を特定しないものとする。 

⑵ 評価方法及び評価基準 

ア 評価方法 

審査委員会は、各委員の提案内容に対する評価点をもとに、応募者が優先交渉権

者として適当かどうか各委員が意見を表明するとともに、各委員の評価点を集計し、
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その合計点が高い順に優先交渉権者及び次点者を選定する。 

イ 評価基準 

企画提案者から提出された企画提案書等を基に、次表の項目について別紙３「評

価基準」により各委員が評価し、評価点を算出する。各委員の評価点数の合計が満

点の５割に満たない場合は、失格とする。評価点が最高点となった応募者が複数の

場合は、見積金額が安価な応募者を優先交渉権者とする。見積金額も同額の場合は、

審査委員会委員長が優先交渉権者を決定する。 

 

評価項目 視点 配点 

技術点 

 

総合 

事業実績等 事業者の事業実績等 

提案全体のバランス 

３５ 市内事業者 市内事業者の活用 

市内経済への貢献度 

その他 事業者独自の提案など 

設計 
使用機器 使用する機器の特色・安全性 

１０ 
設置場所等 照度に関する考え方・手法 

施工 

安全性 施工時の安全配慮 

１５ 品質 施工体制等の考え方 

施工工程 施工時期等の考え方 

維持管理 
効果検証 検証方式等の考え方 

１０ 
修繕等 事業開始後の体制 

環境 
省エネ 地球温暖化対策への貢献度 

１０ 
廃棄等 既存設備の撤去等計画 

価格点 

 削減保障額 最大化かつ積算根拠の妥当性 １０ 

サービス料・その他 安価かつ積算根拠の妥当性 １０ 

合計 １００ 

 

 ⑶ 提案プレゼンテーションの実施 

提出された企画提案書等に基づき、企画提案者によるプレゼンテーション及び審査

委員会によるヒアリングを行う。 

ア 実施予定日 令和７年３月２６日㈬ 

イ 提案者側の出席人数 

出席人数は５名以内とする。 

ウ 所要時間 

企画提案者１グループにつき概ね４０分 

（プレゼンテーション２０分、ヒアリング２０分） 

エ 内容 

企画提案書等に記載した内容に沿ってプレゼンテーションを行うこと。スライド

プレゼンテーションソフトの使用は可とする。 
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オ その他 

プレゼンテーションに関する詳細（実施日時、開催場所など）については、参加

資格確認結果の通知後に、参加事業者に対して別途通知する。プレゼンテーション

及びヒアリングの内容は、企画提案書に含めて審査対象とする。 

⑷ 審査結果の通知等 

審査結果については、全ての提案参加者に対して、令和７年３月３１日㈪に文書及

び電子メールで通知する。また、審査結果は、本市のホームページにおいて公表する。 

 

⑸ 審査結果に関する説明 

審査結果について説明を求める場合は、次のとおりとする。 

ア 提出書類  

任意の様式による書面（Ａ４判） 

イ 提出期限 

審査結果の通知のあった日から起算して７日（閉庁日を除く。） 以内の 午後５時

までとする。 

ウ 提出先 

「１２ 担当部署」のとおり。 

エ 回答 

書面にて回答する。 

 

１１ その他 

⑴  企画提案書等の取扱い 

ア 企画提案は、１者または１グループにつき１案のみとする。 

イ 企画提案書等の作成・提出、ヒアリング実施のための旅費等、本企画提案に係る

一切の費用は企画提案者の負担とする。 

ウ 企画提案者は、企画提案書の提出をもって本実施要領の記載内容を承諾したもの

とする。 

エ 原則として、企画提案書等提出後の書類の差替え及び再提出は認めない。 

ただし、本市の判断により記載内容の確認、補足資料の提出、資料の補正等を求め

ることがある。 

  オ 提出された企画提案書等は、小金井市情報公開条例（平成１４年９月３０日条例

第３１号）第２条に規定する市政情報に該当し、同条例第５条の公開請求があった

場合、公開の対象となることがある。  

カ 企画提案書等は、審査終了後、小金井市において適切に廃棄する。（ただし、優先

交渉権者及び次点者は、契約相手方となることが見込まれる間において、この限り

ではない。）なお、返却を希望する場合は、事前連絡のうえ、令和７年４月２５日㈮

午後５時までに「１２ 担当部署」窓口へ来庁すること。（来庁がない場合は、廃棄

に同意したものと見做します。） 
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キ 企画提案書等の著作権は企画提案者に帰属するものとする。 

ク 企画提案書等の内容は、契約を構成する文書の一部とし、優先交渉権者選定後に

締結する契約に反映する。その履行については、施工中はもとより、計測・検証及

び保証段階においても、その義務を負うものとする。万が一、提案の不履行及び不

足等が生じた場合、本市は優先交渉権者に対して、相応の賠償を請求するものとす

る。 

⑵ 失格事項 

ア 企画提案書の提出方法、提出先または提出期限に適合しないもの 

イ 指定した企画提案書の様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないも

の 

ウ 企画提案書に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

オ 本実施要領の公表から審査結果公表が完了するまでの間において、審査委員会委

員に接触するなど、審査の公平性を害する行為があったもの 

カ 提案プレゼンテーション（ヒアリング）に参加しなかったもの 

キ 提案額が「２ 提案上限額」に掲げる額を超えているもの 

ク 本実施要領及び要求水準書で求める条件、必須事項について、満たさないものが

あるもの 

⑶ 契約の締結 

ア 本プロポーザルは、優先交渉権者及び次点者の選定を目的に実施するものであり、

具体的な成果品を求めるものではない。契約後の業務については、提案内容を踏ま

え、本市と優先交渉権者で詳細協議して実施するものとする。なお、詳細協議は、

優先交渉権者の提案の範囲内で行われるものとする。 

イ 詳細設計の結果、提案者自身の責に帰する原因により、次点者の提案を下回る内

容となった場合、優先交渉権は次点者に移るものとする。提案者自身の責に帰する

原因により優先交渉権を失った場合、詳細設計費用を含むそれまでの費用は一切支

払わないものとする。 

ウ 優先交渉権者の選定後において、優先交渉権者（グループの構成員及び業務補含

む。）に本プロポーザルにおける失格事項に該当することが判明した場合は、当該優

先交渉権は次点者へ移るものとする。 

エ 契約手続き等は、小金井市契約事務規則（昭和３９年９月１９日規則第１６号）、

その他本市の契約に関する規定に定めるところによる。 

⑷ その他留意事項 

ア 当該事業の実施に当たって使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

イ 当該事業は、令和７年第１回小金井市議会において、予算が議決されることを前

提としている。そのため、予算が成立しなかったときは、本プロポーザルに係る契

約締結を行わない場合がある。 
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１２ 担当部署（各書類提出先及び問合せ先） 

小金井市企画財政部企画政策課公共施設マネジメント推進担当（田中・郷古） 

住所 〒１８４－８５０４ 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

電話 ０４２－３８７－９８００ 

電子メール  s010199@koganei-shi.jp 

  

≪様式一覧≫ 

様式１－１ 参加表明書 

様式１－２ グループ結成届 

様式２ 事業者概要 

様式３ ＥＳＣＯ関連事業実績一覧表 

様式４ ＬＥＤ化事業設計実績一覧表 

様式５ 提案辞退届 

様式６ 質問書 

様式７ 企画提案書 

様式８ 事業計画書 

 


